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勝
　
　
部
　
　
真
・
人

I

近
世
に
お
け
る
地
主
制
研
究
は
地
主
制
そ
れ
自
体
を
取
り
あ
げ
る
と
い
う
よ

り
は
村
落
共
同
体
・
農
民
闘
争
な
ど
と
の
関
連
に
お
い
て
追
求
さ
れ
、
地
主
制

研
究
の
拡
散
化
の
煩
向
が
久
し
く
続
い
て
き
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在

そ
れ
ら
の
成
果
や
商
業
史
・
工
業
史
に
お
け
る
成
果
を
踏
ま
え
て
地
主
制
の
問

題
を
考
え
直
す
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

近
代
の
地
主
割
研
究
に
お
い
て
も
主
調
は
地
主
制
後
退
期
の
問
題
が
専
ら
扱

わ
れ
て
お
り
、
明
治
初
・
中
期
に
お
け
る
地
主
制
研
究
の
残
さ
れ
た
課
題
も
多

い
。こ

う
し
た
な
か
で
最
近
太
田
健
一
氏
の
著
に
な
る
『
日
本
地
主
制
成
立
過
程

の
研
究
-
近
幾
型
地
主
経
営
の
分
析
-
』
が
上
梓
さ
れ
た
。
氏
は
岡
山
県
を
フ

ィ
ー
ル
ド
に
し
て
多
年
研
究
を
積
ま
れ
苛
重
な
成
果
を
次
々
に
公
表
さ
れ
て
こ

ら
れ
た
が
、
本
書
は
そ
の
集
大
成
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
書
は
同
県
を
中
心

に
近
世
か
ら
明
治
中
期
と
い
う
長
期
の
時
代
の
地
主
制
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
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り
、
か
つ
非
常
に
幅
広
い
成
果
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
状
況
を
考

え
れ
ば
大
変
意
義
の
あ
る
試
み
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
著
者
が
発
表
さ

れ
て
こ
ら
れ
た
論
文
の
う
ち
現
在
で
は
入
手
困
難
な
も
の
も
本
書
に
生
か
さ
れ

て
お
り
、
私
を
含
め
て
後
学
の
者
に
と
っ
て
も
本
書
の
発
刊
は
大
変
喜
ぶ
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
浅
学
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
が
そ
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の

も
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
か
ら
で
あ
る
。

n

本
書
の
構
成
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
(
項
は
省
略
)
。

第
一
章
　
農
民
的
商
品
生
産
の
展
開
と
そ
の
特
質

第
一
節
　
国
内
市
場
の
造
出
過
程

第
二
節
　
商
業
的
農
業
=
綿
作
の
展
開

第
三
節
　
農
村
工
業
=
綿
織
物
某
の
展
開
過
程

第
四
節
　
明
治
中
期
富
農
経
営
の
分
析
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第
二
章

第
一
蘭

第
二
節

第
三
蘭

第
三
章

第
一
節

第
二
節

農
民
的
商
品
蘭
通
の
展
開
と
領
主
規
制

実
綿
・
繰
綿
の
商
品
流
通
と
領
主
規
制

木
綿
織
物
の
商
品
流
通
と
餌
主
規
制

小
倉
織
物
の
商
品
流
通
と
領
主
規
制

農
民
層
分
解
と
地
主
制
の
生
成

農
民
層
分
解
の
地
域
的
様
相
と
基
本
形
態

岡
山
藩
南
部
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の
様
相

第
三
節
　
興
除
新
田
の
開
発
上
地
主
制
の
生
成

.
第
四
節
　
福
田
新
田
の
開
発
と
地
主
制
の
生
成

第
四
草
　
地
租
改
正
と
地
主
的
土
地
所
有

第
一
節
　
藩
体
制
と
地
主
憂
幾
層
.
▼

第
二
節
　
地
租
改
正
と
豪
農
層

第
三
節
　
寄
生
地
主
制
の
成
立
過
程
H
l
興
除
・
福
田
新
田
の
分
析
1

第
四
節
　
寄
生
地
主
制
の
成
立
過
程
由

第
五
章
　
資
本
制
生
産
の
展
開
と
地
主
制

第
一
節
　
資
本
制
生
産
の
展
開

第
二
節
　
地
代
の
資
本
転
化

内
容
が
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
そ
の
紹
介
は
論
の
展
開
に
沿
う
形
に

息
い
切
っ
て
整
理
し
た
い
。
触
れ
え
ぬ
部
分
が
多
々
あ
る
が
、
こ
の
点
御
寛
恕

い
た
だ
き
た
い
。

本
書
の
目
的
ほ
「
ま
え
が
き
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
天
皇
制

六
二

国
家
の
成
立
過
程
を
必
然
化
な
ら
し
め
た
「
経
済
的
基
礎
過
程
と
そ
の
構
造
、

な
ら
び
に
そ
の
発
展
方
向
、
及
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
・
諸
階
級
の
対
抗
関

係
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
方
途
の
一
つ
と
し
て
の
地
主
制
成
立
過

程
の
解
明
を
行
う
と
さ
れ
る
。

せ
ず
第
一
～
三
章
で
は
、
慕
藩
体
制
下
に
お
け
る
農
民
的
商
品
生
産
・
南
口
叩

流
通
の
進
展
度
を
農
民
層
分
解
と
関
連
さ
せ
て
検
証
し
、
加
え
て
地
主
制
の
生

成
過
程
を
分
析
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
る
。

第
二
早
で
は
良
民
的
商
品
生
産
の
展
開
が
検
討
さ
れ
、
ま
ず
そ
の
理
論
的
前

提
と
し
て
国
内
市
場
の
形
成
が
扱
わ
れ
る
。
つ
づ
い
て
備
前
・
備
中
の
南
部
各

地
に
お
け
る
綿
作
の
展
開
を
中
心
に
確
認
さ
れ
た
の
ち
島
村
工
業
に
お
け
る
商

品
生
産
た
る
綿
織
物
菜
の
展
開
を
検
討
さ
れ
る
。
備
前
児
島
郡
で
は
寛
政
年
間

に
小
倉
織
・
真
田
織
が
始
め
ら
れ
、
化
政
・
天
保
期
段
階
に
隆
盛
を
見
る
。
こ

の
段
階
の
按
業
形
態
は
、
良
民
の
独
立
的
・
副
業
的
家
内
工
業
、
問
屋
制
家
内

工
業
、
.
「
多
人
数
下
女
ヲ
召
抱
」
え
一
定
作
業
場
で
の
生
産
形
態
を
と
る
「
産

業
資
本
の
端
緒
的
形
態
」
の
三
形
態
を
確
認
さ
れ
る
。
こ
と
に
文
政
六
年
の
児

島
郡
名
主
中
の
大
庄
屋
宛
歎
駁
書
は
甚
だ
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
小
倉
雲
斎
織

出
し
、
足
袋
磁
に
お
い
て
「
下
女
下
男
召
抱
」
え
高
給
良
を
支
給
す
る
た
め

に
、
「
可
召
抱
奉
公
人
不
自
由
」
・
小
作
人
離
反
な
ど
に
よ
り
散
田
手
余
地
が

1
由
l
加
す
る
と
と
も
に
地
主
富
農
層
の
農
業
経
営
上
に
大
な
る
支
障
を
き
た
し
た

の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
史
料
を
、
農
業
経
営
の
危
機
・
農
村
構
造
の
免
按
を

迎
え
た
地
主
富
農
層
が
「
そ
の
主
要
な
原
因
た
る
零
細
貧
農
層
を
吸
収
し
た
生

産
様
式
の
発
生
に
対
し
て
、
そ
の
指
箆
を
主
張
し
反
撃
し
た
」
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
る
。



こ
う
七
た
織
物
業
の
発
展
に
対
し
、
農
村
に
お
け
る
前
期
的
資
本
の
進
展
と

そ
の
産
業
資
本
へ
の
転
化
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
藩
当
局
の
政
策
が
天
保
一
二
～

三
年
に
相
次
い
で
出
さ
れ
る
。
即
ち
天
保
改
革
の
一
環
と
し
て
機
業
統
制
が
実

施
さ
れ
、
マ
ニ
ュ
・
問
屋
制
家
内
工
業
を
厳
禁
し
て
独
立
的
・
副
業
的
家
内
工

業
に
転
化
せ
し
め
よ
う
と
し
た
l
。
岡
山
藩
の
天
保
改
革
で
は
こ
の
他
に
株
仲
間

解
散
、
職
人
賃
銀
の
公
定
、
農
村
実
態
調
査
、
居
商
・
ざ
る
ふ
り
商
の
統
制
な

ど
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
機
業
統
制
の
禁
令

は
見
ら
れ
な
い
が
、
嘉
永
期
に
藩
専
売
制
を
施
行
し
て
織
元
-
問
屋
と
い
う
流

通
ル
ー
ト
の
確
立
を
志
向
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
強
圧
策
は
藩
当

局
の
弱
体
性
と
相
侠
っ
て
効
力
を
失
い
、
生
産
面
で
は
独
立
的
・
副
業
的
家
内

工
業
と
と
も
に
問
星
制
家
内
工
業
が
共
存
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

他
に
備
後
・
安
芸
・
防
長
地
域
の
従
来
の
成
果
に
拠
り
な
が
ら
織
物
業
の
展

開
を
確
認
さ
れ
た
の
ち
、
資
本
制
生
産
展
開
の
各
段
階
を
ま
と
め
ら
れ
る
。

寛
政
～
天
保
期
　
在
郷
商
業
資
本
の
成
立

幕
末
～
明
治
初
年
　
在
郷
商
業
資
本
の
事
実
上
の
資
本
制
化
の
展
開
(
問
屋

制
家
内
工
業
の
一
般
的
展
開
)

明
治
一
〇
～
二
〇
年
代
　
で
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
展
開

明
治
二
〇
年
代
後
半
～
大
正
初
年
　
機
械
制
工
業
の
展
開
(
産
業
資
本
の
確

立
)

第
四
節
で
は
前
節
ま
で
と
紐
を
異
に
し
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
『
明
治
二
一

～
二
三
年
自
作
地
実
際
収
穫
及
び
該
耕
作
二
対
ス
ル
実
費
明
細
調
』
に
依
拠
し

て
、
明
治
中
期
段
階
に
お
け
る
上
層
農
家
一
八
戸
の
生
産
力
水
準
、
経
営
状
況

が
解
明
さ
れ
る
。
特
徴
的
な
点
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
例
え
ば
、
何
ら
か
の
形
で
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商
品
流
通
と
接
触
、
米
反
収
の
高
水
準
に
比
し
綿
反
収
の
水
準
低
下
、
金
肥
・

労
働
力
の
田
方
へ
の
集
中
的
投
下
、
土
地
生
産
性
追
求
を
内
容
と
す
る
小
農
経

営
の
特
質
の
貫
徹
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
よ
り
か
か
る
富
農
経
営
は
次
第
に
消

滅
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。

∴
第
二
章
で
は
農
民
的
商
品
流
通
と
し
て
、
実
綿
・
繰
綿
、
自
木
綿
、
小
倉
織

が
扱
わ
れ
る
。
順
に
見
て
ゆ
こ
う
。
実
綿
・
繰
綿
は
、
享
保
〓
ハ
年
藩
が
壮
大

な
集
荷
機
構
を
構
築
す
る
が
、
こ
れ
は
元
禄
・
享
保
期
に
農
村
に
発
生
し
た
在

方
商
人
を
一
時
把
握
し
た
と
さ
れ
る
。
宝
暦
・
天
明
期
に
至
っ
て
幾
民
的
商
口
叩

生
産
を
背
景
に
し
た
在
町
=
在
方
商
人
が
繁
栄
し
、
脇
売
買
に
よ
っ
て
城
下
町

特
権
商
人
中
心
の
流
通
機
構
を
漸
次
破
綻
せ
し
め
た
と
い
う
。
安
永
～
文
政
期

の
農
民
層
分
解
の
急
激
な
進
行
に
よ
り
零
細
土
地
所
有
者
が
在
方
商
人
と
な
る

が
、
文
化
期
に
お
い
て
虻
非
常
に
零
細
な
土
地
所
有
(
一
～
二
石
)
が
在
方
商

人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
近
隣
の
地
主
・

高
利
貸
資
本
=
銀
主
か
ら
融
資
を
う
け
て
大
規
模
な
商
業
経
営
を
行
う
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
が
、
商
業
利
潤
の
大
半
は
銀
主
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
在
方
商
人
は
文
政
八
年
か
ら
嘉
永
四
年
に
か
け
て
し
だ
い
に
問
屋
化

し
て
ゆ
く
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

一
方
、
藩
は
自
生
的
に
成
長
し
た
綿
作
の
発
展
成
果
を
掌
握
し
繰
綿
の
領
外

輸
出
の
振
興
に
よ
っ
て
正
金
銀
獲
得
を
企
図
し
、
軍
永
五
年
下
津
井
会
所
を
設

置
し
翌
六
年
か
ら
専
売
制
を
実
質
的
に
開
始
し
た
。
し
か
し
翌
年
早
く
も
下
津

井
会
所
が
休
会
に
至
り
旧
態
に
復
し
た
。
こ
の
原
因
は
低
価
格
強
要
1
生
産
者

の
離
反
=
密
売
と
専
売
の
対
象
を
繰
綿
に
限
定
し
た
こ
と
と
が
集
荷
凡
皿
の
任
減

を
招
い
た
こ
と
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
慶
応
元
年
四
会
所
を
設
け
て
実
-
ラ
ぐ
れ
た

六
三
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専
売
制
も
一
年
余
に
し
て
破
綻
し
た
と
い
う
。

こ
こ
で
著
者
は
実
綿
・
繰
綿
流
通
に
関
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
宝
膳
・
天
明

期
に
は
、
そ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
城
下
中
心
の
領
主
的
商
品
流
通
に
対
し
農

村
を
基
盤
に
し
た
(
在
町
中
心
の
)
農
民
的
商
品
流
通
が
凌
怒
す
る
に
至
る
。

そ
の
担
当
者
で
あ
る
在
方
商
人
層
の
発
展
は
化
政
期
に
極
点
に
達
す
る
。
こ
の

段
階
の
在
方
商
人
は
農
民
的
小
商
品
生
産
の
発
展
の
上
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
株

仲
間
組
織
を
通
じ
て
頂
主
規
制
を
う
け
つ
つ
、
他
方
で
は
よ
り
大
き
な
商
業
高

利
貸
資
本
(
児
島
郡
野
崎
家
、
日
笠
家
や
倉
敷
大
原
家
な
ど
の
新
儀
商
人
に
代

表
さ
れ
る
地
主
豪
幾
層
)
=
銀
主
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
。
某
永
期
に
は
じ
ま
る

藩
専
売
制
は
そ
の
よ
う
な
在
方
南
人
膚
を
下
部
機
構
に
組
み
入
れ
、
農
民
的
商

品
生
産
の
成
果
を
掌
握
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
.
っ
た
。
在
方
商
人
層
は
生
産
者

農
民
と
共
に
専
売
仕
法
の
改
変
を
要
求
し
弛
緩
せ
し
め
て
ゆ
く
が
、
同
時
に
問

屋
化
に
ょ
っ
て
次
第
に
農
民
的
商
品
生
産
の
代
表
者
た
る
の
地
位
を
失
い
、
藩

当
局
に
掌
握
さ
れ
て
ゆ
き
そ
の
活
動
を
弱
め
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
生
産
者
晨
民

は
、
流
通
面
に
お
い
て
は
許
当
局
と
在
方
商
人
層
、
生
産
面
に
お
い
て
は
前
岱

支
配
を
お
こ
な
う
商
業
高
利
岱
資
本
と
の
矛
盾
を
深
め
て
ゆ
く
と
さ
れ
る
▼
。

自
木
綿
の
流
通
統
制
は
文
政
九
年
に
始
ま
る
と
推
定
篭
れ
て
い
る
が
天
保
湖

に
忍
売
り
な
ど
で
動
揺
し
、
弘
化
元
年
毛
綿
会
所
を
設
置
し
て
専
売
制
実
施
に

ふ
み
き
っ
元
。
弘
北
三
年
に
は
農
村
に
対
し
「
軒
別
三
ケ
月
木
綿
壱
反
ツ
、

織
田
」
す
こ
と
を
命
じ
そ
の
補
完
策
と
し
た
が
」
抜
け
荷
な
ぜ
に
よ
り
安
政
三

年
専
売
制
を
廃
棄
、
頂
外
移
出
の
自
由
を
認
め
た
。

小
倉
織
の
流
通
も
嘉
永
二
年
専
売
制
を
施
行
し
、
会
所
を
通
じ
て
集
荷
し
領

内
配
給
・
領
外
移
出
の
一
部
を
独
占
し
よ
う
と
画
策
し
た
。
弘
化
二
革
永
期
に

本
四

お
い
て
は
農
民
的
商
品
生
産
を
背
景
に
展
開
し
て
き
た
在
方
商
人
層
が
∵
小
倉

物
の
「
商
品
販
売
ル
ー
ト
の
無
秩
序
・
無
権
威
に
起
因
す
る
市
場
価
格
の
低
廉

化
」
　
「
藩
外
商
礫
資
本
(
大
坂
問
屋
が
中
心
)
の
圧
迫
」
に
よ
っ
て
落
権
力
と

の
付
着
を
志
向
し
た
と
さ
れ
る
。
一
方
領
主
権
力
の
側
に
お
い
て
も
、
落
札
価

格
の
維
持
・
財
政
再
建
な
ど
の
た
め
に
市
外
正
貨
を
獲
持
せ
ざ
る
を
得
ず
∵
商

業
資
本
と
の
結
合
に
よ
る
専
売
制
実
施
の
内
的
必
然
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
専
売
制
も
、
生
産
者
と
商
業
資
本
の
密
接
不
離
な
る
関

係
打
破
ま
で
は
至
ら
ず
小
倉
商
人
の
密
売
買
・
生
産
低
下
と
い
う
事
態
に
よ
っ

て
統
制
が
弛
綴
す
る
。
安
政
三
年
に
そ
の
仕
法
替
を
実
施
、
会
所
を
廃
し
て
村

役
人
に
任
務
を
代
行
さ
せ
、
問
屋
に
大
坂
売
り
・
遠
国
売
り
を
さ
せ
る
体
制
に

移
し
た
が
∵
備
中
売
り
な
ど
抜
け
売
り
が
跡
を
た
た
ず
慶
応
二
⊥
二
年
に
大
坂

市
場
に
お
け
る
極
度
の
不
振
日
不
捌
の
状
態
を
き
た
し
、
.
明
治
元
年
に
は
勝
手

売
捌
許
可
に
至
っ
た
。

第
三
茸
で
は
農
民
層
分
解
に
つ
い
て
、
ま
ず
地
域
性
を
考
だ
し
つ
つ
理
論
的

重
見
通
し
が
与
え
も
れ
る
。
「
地
主
的
土
地
所
有
は
封
建
制
か
ら
資
本
制
へ
の

移
行
期
に
成
立
す
る
過
渡
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
で
あ
受
一
定
の
プ
ル
ジ
三
了
的
発

展
を
前
屈
と
し
そ
れ
と
の
路
.
み
合
い
の
中
で
展
開
す
る
半
封
建
的
土
地
所
有
↓

儲
期
資
本
で
あ
る
」
上
ま
ず
本
質
規
定
を
さ
れ
る
。
そ
し
て
過
渡
的
ウ
ク
ラ
ー

ド
上
ユ
て
の
地
主
的
土
地
所
有
の
起
点
は
.
「
プ
ル
ジ
。
7
的
発
展
と
の
関
連
の

下
里
も
と
め
る
べ
き
と
さ
れ
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
の
小
商
品
生
産
の
展

開
、
社
会
的
分
業
の
進
展
の
ぅ
ぇ
に
質
地
小
作
の
清
罪
さ
れ
た
形
態
と
し
て
展

開
す
る
第
一
茨
名
田
小
作
に
そ
の
起
点
を
求
め
ら
れ
、
津
田
秀
夫
氏
の
説
へ
の

賛
同
を
表
明
さ
れ
る
。



そ
の
う
え
で
岡
山
落
南
部
に
お
け
る
農
民
層
分
解
の
様
相
を
検
討
さ
れ
る
。

児
島
郡
藤
戸
・
味
野
両
村
の
各
時
期
に
つ
い
て
の
指
摘
を
整
理
し
て
い
こ
う
。

慶
長
～
元
禄
期
-
無
高
層
の
放
出
・
少
数
高
拝
眉
へ
の
土
地
集
積
、
中
員
層

の
着
実
な
る
増
加
。

元
禄
～
享
保
期
-
零
細
無
高
層
の
小
作
人
へ
の
転
落
お
よ
び
余
業
へ
の
傾
斜

1
1
ざ
る
ふ
り
商
人
化
、
中
農
層
の
農
業
部
門
に
お
け
る
胚
芽
的
利
潤
形
成
。
・

安
永
～
化
政
・
天
保
期
1
少
数
豪
農
に
対
立
し
て
多
数
の
零
細
貧
農
層
発

生
。
か
か
る
地
主
小
作
分
解
を
基
軸
と
し
つ
つ
も
他
方
に
お
い
て
資
本
関

係
=
産
業
資
本
の
た
め
の
内
部
市
場
創
出
。

他
所
の
記
述
か
ら
見
て
も
、
著
者
は
安
永
～
文
政
(
化
政
・
天
保
)
期
を
農

民
層
分
解
の
画
期
と
見
て
お
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
第
三
・
四
節
に
お
い
て
は
地
主
制
の
生
成
過
程
を
興
除
・
福
田
両
新

田
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
。
興
除
新
田
は
文
政
六
年
開
発
完
了
、
約
五
六
六
町

歩
、
そ
の
八
割
が
地
主
豪
農
層
・
商
業
資
本
に
所
有
さ
れ
前
期
的
資
本
の
寄
生

地
主
化
を
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
系
譜
に
よ
り
の
商
業
資
本
、
∽
地
主
豪
農
層
の
.

二
類
型
に
区
分
さ
れ
る
が
、
後
者
に
星
島
・
日
笠
家
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
福
田

(
有
畝
)

新
田
は
茅
永
四
年
完
成
、
五
四
三
町
歩
(
見
面
六
五
二
町
歩
)
、
う
ち
野
崎
家
は

六
一
町
余
を
所
有
し
た
。
同
家
は
四
年
後
一
三
三
町
余
ま
で
所
持
地
を
ふ
や
し

て
い
る
が
、
そ
の
地
主
小
作
関
係
の
特
徴
点
は
、
の
小
作
人
の
六
割
が
出
作
者

で
あ
る
、
伺
「
当
作
敷
銀
」
と
し
て
反
当
銀
三
〇
匁
程
度
を
野
崎
家
に
納
入
、

伺
小
作
人
は
「
地
普
請
銀
」
を
貸
与
さ
れ
「
地
発
し
」
の
義
務
を
も
つ
、
初
見

取
米
(
検
見
)
制
に
よ
る
小
作
料
の
済
定
、
佃
引
米
・
未
進
が
多
い
、
何
ゆ
え

に
低
免
に
も
か
か
わ
ら
ず
貢
粗
は
実
納
小
作
料
の
過
半
を
し
め
る
、
な
ぜ
で
あ
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る
。
安
政
六
年
一
〇
月
地
主
層
は
寄
合
協
議
の
結
果
、
t
の
見
取
方
を
高
見
に
す

る
、
伺
見
取
方
配
分
を
従
来
の
地
主
四
・
小
作
人
六
か
ら
地
主
六
・
小
作
人
四

七
す
る
、
と
い
う
二
点
を
小
作
人
に
通
達
し
た
こ
と
か
ら
、
新
田
中
南
畝
村
に
′

騒
動
が
勃
発
す
る
。
地
主
側
は
大
庄
昆
野
崎
家
を
先
頭
に
藩
権
力
と
結
ん
で
抑

え
込
み
を
計
る
が
、
小
作
人
の
反
対
運
動
も
容
易
に
屈
し
な
い
。
結
局
翌
万
延

元
年
正
月
備
中
か
ら
の
出
作
者
が
倉
敷
代
官
所
へ
訴
喝
同
所
よ
り
岡
山
藩
へ

善
処
の
要
望
が
出
さ
れ
て
結
着
し
た
。
著
者
は
こ
の
騒
動
の
与
え
た
影
響
も
含

め
て
小
作
騒
動
の
結
果
を
確
認
さ
れ
る
。
.
す
な
わ
ち
の
見
取
を
高
見
に
し
な
い

が
地
主
六
・
小
作
人
四
の
配
分
と
す
る
、
初
安
政
六
年
度
の
見
取
高
は
対
前
年

一
五
%
(
銀
札
一
〇
貰
余
)
増
加
と
な
っ
た
が
、
未
進
高
も
二
倍
強
(
同
二
一

貫
増
加
)
と
な
っ
た
、
佃
明
治
二
年
ま
で
見
取
制
継
続
、
以
後
定
免
制
の
導
入

が
計
ら
れ
る
、
初
新
し
い
小
作
人
対
策
1
早
納
免
し
米
制
・
小
作
敷
銀
制
確
立

(
未
進
補
填
)
・
世
話
人
制
度
確
立
、
囲
地
主
取
分
の
増
加
実
現
(
安
政
五
年
二

三
%
1
文
久
三
年
四
五
%
、
小
作
人
取
分
六
〇
%
1
四
〇
%
1
明
治
七
・
八
年

三
〇
%
と
減
少
)
、
地
主
経
営
の
一
定
の
定
着
、
な
ど
で
あ
る
。

Ⅴ
▼
・
▲

第
四
章
で
は
「
地
主
制
創
出
」
の
画
期
と
な
っ
た
地
租
改
正
と
地
主
制
の
成

立
過
程
が
検
討
さ
れ
る
。

ま
ず
地
主
豪
幾
層
の
藩
政
へ
の
参
加
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
抗
が
解
明
さ
れ

る
。
幕
末
か
ら
の
相
次
ぐ
在
方
借
上
、
慶
応
二
年
設
立
の
融
通
方
御
用
所
、
明

治
三
年
設
立
の
岡
山
藩
商
社
な
ど
を
通
じ
て
積
極
的
な
役
割
を
担
っ
た
地
主
豪

農
層
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
藩
政
に
進
出
し
て
ゆ
き
、
つ
い
に
明
治
四
年
一
月

六
五
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「
悪
田
畑
改
正
」
を
藩
庁
に
建
議
、
実
施
せ
し
め
る
に
至
る
。
こ
れ
は
従
来
加

損
米
等
が
付
与
さ
れ
て
い
た
悪
田
畑
を
「
地
味
相
当
」
の
租
税
に
改
正
し
、
入

札
の
う
え
「
永
年
売
払
」
う
も
の
で
、
結
局
地
主
豪
幾
層
が
落
札
す
右
こ
と
に

J
っ
て
彼
ら
に
利
す
る
所
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
備
前
山
陽
道
沿
い

の
五
郡
で
世
直
し
一
揆
が
勃
発
す
る
。
里
正
・
大
里
正
が
次
々
に
襲
撃
さ
れ
る

が
、
そ
の
説
諭
・
鎮
撫
の
過
程
で
提
出
さ
れ
た
歎
臨
書
の
内
容
は
、
悪
田
畑
改

正
に
対
す
る
難
渋
、
「
知
事
家
禄
十
分
一
ノ
上
ハ
貢
米
又
十
分
一
相
納
度
事
」

な
ど
土
地
租
税
問
題
が
中
心
で
あ
l
　
つ
た
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
地
主
豪
儀
鳳
の
藩
政
(
県
政
)
進
出
は
岡
山
県
に
お
け
る
地
租
改

正
の
過
程
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
抗
を
大
き
く
規
定
づ
け
る
と
い
う
点
か
ら
、
著

者
の
分
析
は
地
租
改
正
に
進
む
。
早
期
に
土
地
丈
量
を
済
ま
せ
た
岡
山
県
の
そ

の
後
の
展
開
は
「
大
蔵
省
の
方
針
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
、
参
事
以
下
の
県
官
と

地
主
豪
幾
層
が
一
体
と
な
っ
て
独
自
の
地
租
改
正
方
針
を
立
案
実
施
し
っ
つ
あ

っ
た
」
。
と
く
に
そ
れ
が
集
中
的
に
現
わ
れ
た
の
が
収
穫
地
価
の
調
査
で
あ
っ

た
。
県
庁
-
惣
代
-
村
役
人
の
一
体
化
に
立
っ
て
租
税
の
二
〇
万
円
減
額
の
方

針
で
進
め
た
「
農
民
的
・
地
主
的
地
租
改
正
プ
ラ
ン
」
は
中
央
政
府
の
拒
否
す

る
所
と
な
る
」
政
府
の
強
硬
策
(
反
収
一
石
七
斗
受
入
れ
か
管
内
物
操
兄
か
)

と
、
地
主
豪
農
層
の
抵
抗
と
に
挟
撃
さ
れ
た
県
庁
の
動
揺
は
つ
い
に
石
部
権
令

の
免
職
に
至
る
。
後
任
の
「
鬼
県
令
」
高
崎
五
六
は
県
官
更
迭
=
県
庁
人
事
の
再

編
、
稲
刈
揚
止
め
の
厳
達
、
目
的
額
の
受
諾
強
要
を
断
行
し
、
県
庁
-
地
主
豪

農
層
-
一
般
農
民
層
の
連
合
戦
線
を
切
り
崩
し
た
。
地
主
豪
農
層
は
こ
の
「
最

も
重
要
な
決
定
的
段
階
」
に
、
自
ら
農
民
一
揆
=
豪
農
征
伐
=
世
直
し
の
危
険

を
警
戒
恐
怖
し
、
全
農
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
で
き
な
か
っ
た
(
政
府
プ
ラ

六
六

ソ
と
地
主
的
プ
ラ
ソ
と
の
対
抗
を
深
部
に
お
い
て
規
定
し
た
農
民
的
=
小
作
貧

農
的
プ
ラ
ン
が
存
在
)
。
か
く
し
て
　
「
絶
対
主
義
的
政
府
プ
ラ
ン
」
が
勝
利
し

た
。そ

こ
で
寄
生
地
主
制
成
立
過
程
が
検
討
さ
れ
る
が
、
ま
ず
興
除
・
福
田
両
新

田
に
お
け
る
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
地
帯
に
土
地
を
所
有
す
る
地
主

層
は
地
租
改
正
反
対
闘
争
を
最
も
強
力
に
闘
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
引
米

・
未
進
の
非
解
消
、
新
田
地
帯
に
お
け
る
激
し
い
増
税
な
ど
が
そ
の
要
因
に
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
地
租
改
正
後
の
福
田
新
田
で
は
、
野
崎
家
の
場
合
三
か
年
定

免
・
検
見
引
併
用
か
ら
明
治
一
八
年
の
小
作
料
増
額
を
経
て
、
一
九
年
の
「
請

切
小
作
制
」
　
(
三
か
年
足
免
・
検
見
引
な
し
)
　
の
確
立
に
至
る
。
興
除
新
田
で

は
、
明
治
八
年
地
主
層
が
集
会
を
開
い
て
小
作
料
増
額
を
決
定
し
、
小
作
人
の

抵
抗
を
抑
え
な
が
ら
小
作
証
書
を
作
成
し
て
い
っ
た
。
同
新
田
の
寄
生
地
主
日

笠
家
は
、
明
治
一
〇
年
代
引
米
を
一
定
額
に
抑
え
る
こ
と
に
成
功
、
小
作
料
実

納
率
は
八
三
～
九
九
%
を
実
現
し
た
。
同
一
九
年
段
階
で
は
小
作
地
経
営
に
お

け
る
地
代
致
収
1
米
穀
聖
冗
1
再
投
資
と
い
う
再
生
産
軌
道
は
、
高
利
貸
活
動

に
よ
る
利
金
獲
得
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
米
価

が
上
昇
し
は
じ
め
た
同
二
三
年
頃
に
、
小
作
地
収
益
が
対
地
価
収
益
率
一
〇
%

台
を
実
現
し
、
以
降
は
右
の
再
生
産
軌
道
が
高
利
貸
活
動
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ

る
関
係
か
ら
自
立
し
社
会
的
に
定
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

か
べ
て
著
者
は
明
治
二
三
年
頃
に
地
主
制
が
成
立
(
確
立
)
し
た
と
さ
れ

る
。
そ
の
要
点
を
今
一
度
整
理
す
れ
ば
用
定
免
制
導
入
に
よ
る
引
米
・
東
進
の

解
消
、
野
崎
家
「
請
切
小
作
制
」
確
立
、
∽
小
作
料
増
額
の
成
功
、
.
川
米
伍
上

昇
に
よ
る
収
益
増
大
、
用
そ
れ
に
よ
り
地
代
徴
収
1
米
穀
阪
売
1
再
投
資
(
土



地
投
資
・
蔓
釆
外
投
資
)
の
軌
道
が
高
利
貸
一
活
動
に
よ
る
補
完
か
ら
自
立
、
社

会
的
定
置
。
こ
れ
以
外
に
土
地
所
有
の
動
向
と
し
て
、
小
作
地
率
上
昇
・
大
地

主
土
地
集
積
の
基
本
的
完
了
、
自
小
作
・
小
作
農
民
が
三
分
の
二
を
越
え
る
良

民
階
層
構
成
の
型
の
形
成
、
・
な
ど
が
含
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
で
有
元
正

姓
氏
の
説
に
賛
同
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
確
立
し
た
地
主
制
が
資
本
制
生
産
の
展
開
の
中
で
「
変
貌
」
し

て
ゆ
く
姿
を
、
と
く
に
地
代
の
資
本
転
化
を
通
し
て
検
討
さ
れ
る
。

岡
山
県
に
お
け
る
工
場
設
立
は
明
治
二
六
～
三
〇
年
の
時
期
に
飛
躍
的
に
激

増
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
を
「
資
本
制
的
生
産
が
本
格
的
・
集
中
的
に
展
開
す

る
画
期
(
産
業
資
本
の
確
立
)
」
　
と
さ
れ
る
。
と
く
に
同
県
南
部
瀬
戸
内
沿
岸

地
域
は
、
蘭
草
加
工
業
の
発
展
と
と
も
に
有
数
の
綿
糸
紡
績
業
地
帯
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
所
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
小
作
地
率
が
高
く
地
主
制
が
発
達
し
て

い
る
地
域
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
す
で
に
確
立
し
て
い
た
高
度
な
地
主
制
の

中
か
ら
、
上
か
ら
の
資
本
主
義
化
に
沿
っ
て
産
業
資
本
が
生
成
し
っ
つ
あ
る
」

と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
方
に
お
い
て
地
主
層
が
取
得
し
た

地
代
の
企
業
投
資
と
い
う
形
を
と
っ
て
資
本
制
生
産
の
展
開
に
対
応
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
と
共
に
、
他
方
で
は
地
主
制
下
の
小
作
人
層
の
賃
労
働
老
化
が
同

時
的
に
絡
み
合
っ
て
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
地
主
層
の
階
層
区
分
を
、
明
治
二
五
年
児
島
郡
の
所
得
税
納
入
者
一

覧
表
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
第
一
・
二
グ
ル
ー
プ
(
所
得
五
千
円
以
上
)
は
野
崎

家
を
は
じ
め
星
島
・
渾
大
防
・
野
崎
分
家
・
日
笠
各
家
な
ど
大
地
主
層
、
と
く

に
渾
大
防
家
の
如
き
下
村
紡
績
を
創
設
・
経
営
し
積
極
的
に
産
業
資
本
家
と
な

っ
て
い
る
者
も
存
在
す
る
。
第
三
グ
ル
ー
プ
(
所
得
千
～
五
千
円
)
は
ほ
ぼ
中
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地
主
層
(
平
均
一
八
町
弱
)
で
、
二
七
名
中
六
名
が
製
造
業
者
。
第
四
グ
ル
ー

プ
(
所
得
三
百
～
千
円
)
は
小
地
主
層
(
平
均
七
町
弱
)
で
、
て
こ
ュ
・
問
昆

制
家
内
工
業
主
は
圧
倒
的
に
こ
の
階
層
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
l
る
。

そ
こ
で
大
地
主
各
家
の
地
代
の
資
本
転
化
の
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
.

有
価
証
券
投
資
の
状
況
を
中
心
に
要
点
の
み
見
て
お
こ
う
。
星
島
家
は
明
治
二

七
年
よ
り
大
規
模
な
投
資
を
開
始
、
.
と
く
に
二
九
⊥
≡
年
・
三
七
～
三
九
年

に
集
中
し
て
お
り
、
地
租
重
課
・
配
当
所
得
軽
課
と
い
う
政
府
の
租
税
政
策
に

鋭
敏
に
対
応
し
た
と
さ
れ
る
。
同
家
は
岡
山
晨
工
・
東
児
両
銀
行
と
備
前
紡
織

の
取
締
役
に
就
任
し
て
お
り
、
ま
た
明
治
三
〇
年
以
降
ほ
市
街
地
を
も
購
入
し

て
い
る
。
一
日
笠
家
は
、
明
治
二
九
年
昧
野
紡
績
設
立
に
参
画
し
(
三
一
年
休
業
、
.

四
万
円
を
損
失
)
、
三
〇
年
に
は
日
笠
銀
行
を
設
立
し
て
い
る
。
野
崎
家
は
明

治
二
〇
年
代
後
半
政
府
公
債
を
積
極
的
に
購
入
し
て
い
る
が
、
株
式
に
は
慎
重

で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
後
台
湾
塩
田
へ
進
出
し
て
い
る
。
梶
谷
家
は
明
治
二
七

年
株
式
配
当
が
小
作
料
収
入
を
凌
駕
し
て
お
り
、
一
貫
し
て
地
元
産
業
へ
投
資

し
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
藤
田
家
は
明
治
二
〇
年
以
降
土
地
集
積
が
頭
打

ち
と
な
り
、
余
剰
資
金
が
有
価
証
券
へ
投
下
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
七
年
の
所

有
額
面
は
三
四
万
円
余
で
あ
り
、
さ
ら
に
市
街
地
の
購
入
も
進
め
て
い
る
。

Ⅴ

以
上
甚
だ
粗
雑
な
紹
介
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
本
書
を
読
み
通
し
て

何
よ
り
感
ず
る
の
は
、
多
年
岡
山
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
著

者
だ
け
に
史
料
を
博
捜
さ
れ
た
跡
が
随
所
か
ら
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
加

え
て
史
料
引
用
は
煩
を
厭
わ
ず
極
力
全
文
を
所
載
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
な

六
七
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ど
史
料
に
対
す
る
著
者
の
真
撃
な
姿
勢
が
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

内
容
的
に
も
第
一
⊥
ニ
章
に
お
い
て
.
非
常
に
豊
富
な
事
例
の
な
か
か
ら
安

永
～
化
政
期
の
良
民
層
分
解
」
そ
れ
と
結
び
っ
い
た
綿
織
物
業
・
在
方
商
業
の

展
開
、
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
.
的
発
展
の
仕
方
に
対
す
る
評
価
、
藩
専
売
制
の
失
敗
、
新

田
に
お
け
る
地
主
小
作
関
係
の
生
成
な
ど
、
重
要
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
「
近
故
型
」
地
主
制
た
る
の
淵
源
が
探
ら
れ
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
四
・
五
革
に
お
い
て
は
地
租
改
正
の
進
行
か
ら
紡
績
業
な
ど
資
本
制
の
展

開
に
至
る
頂
で
の
岡
山
県
の
l
も
つ
歴
史
的
な
位
相
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
銘
記
す
べ
せ
は
、
著
者
は
地
主
制
成
立
過
程
の
画
期
を

地
租
改
正
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
地
主
制
と
は
範
疇
が
異
な
る
と
い
う

理
解
l
を
示
さ
れ
て
い
j
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
多
分
、
天
皇
制
国
家
の
階

級
的
基
礎
と
な
っ
た
地
主
制
、
別
言
す
れ
ば
日
本
資
本
主
義
の
基
底
と
な
り
え

た
地
主
制
は
、
何
よ
り
も
銃
主
的
土
地
所
有
が
廃
絶
さ
れ
土
地
の
商
品
化
が
法

認
溝
た
体
制
で
は
じ
め
て
創
出
さ
れ
㌢
い
う
_
に
考
慮
さ
れ
て
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
り
こ
の
点
で
は
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
「
地
主
的
土
地
所
有
は
封
建

制
か
ら
資
本
制
へ
の
移
行
期
に
成
立
す
る
過
渡
的
ウ
ク
一
フ
ー
ド
」
　
(
一
八
四

頁
)
と
い
う
表
現
と
の
関
連
が
気
に
は
な
る
の
で
あ
る
が
。

そ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
た
点
な
ど
を
示
し
て
御
教
示
を
乞
う
こ
と
に
す
る
。

一
つ
は
地
主
制
生
成
過
程
の
段
階
区
分
の
問
題
で
あ
る
。
.
本
雇
で
は
宝
暦
・

天
明
期
か
ら
化
政
期
に
至
も
商
品
生
産
・
流
通
の
発
展
と
安
永
～
文
政
期
の
急

教
な
晨
民
層
分
解
の
進
展
と
が
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
丁
し
の
宝
暦
・
天
明
期

～
化
政
期
の
間
を
大
き
く
見
る
な
ら
は
一
つ
の
段
階
と
し
て
設
定
し
て
差
支
え

六
八

な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
小
倉
織
な
ど
織
物
業
が
寛
政
以
降
(
特
に
一

九
世
紀
に
な
っ
て
)
発
展
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
農
業
の
発
展
に
与
え
る
娩

定
性
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
農
民
層
分
解
の
進
展
に
お
い
て
も
多
少
局
面
が
異

な
る
の
で
は
な
か
む
う
か
。
そ
の
帰
結
が
広
汎
な
脱
盈
北
に
よ
る
地
主
・
富
晨

経
営
の
危
機
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
天
保
中
期
の
物
価
変
動
(
そ

の
内
容
は
古
く
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
る
が
)
か
ら
天
保
改
革
に
至
る
過
程
で

地
主
制
生
成
の
過
程
が
受
け
た
規
定
が
本
書
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か

っ
た
が
、
一
こ
の
時
期
に
お
け
る
富
農
手
作
経
営
の
停
滞
・
括
少
1
寄
生
化
と
脱

良
化
層
の
帰
農
1
小
作
人
化
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
機

業
統
制
に
も
抱
あ
ら
ず
発
展
し
て
く
る
問
屋
制
家
内
工
業
(
八
二
～
六
頁
)
が

そ
れ
と
密
接
な
関
連
を
も
.
っ
て
以
後
の
過
程
を
形
作
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
い
わ
ば
地
主
制
生
成
過
程
の
第
二
段
階
と
考
え
ら
れ
る
が
如
何
で

あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
は
開
港
以
降
の
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
が
明
確

な
段
階
と
な
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
備
前
・
備
中
の
如
く
綿
作
・

織
物
業
が
高
度
に
展
開
し
そ
れ
に
伴
っ
て
社
会
的
分
業
も
進
展
し
て
お
り
L

か
つ
大
坂
市
場
に
も
り
/
ク
.
し
て
い
た
と
す
れ
ば
」
恐
ら
く
開
港
の
影
響
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
史
料
上
の
制
約
で
あ
ろ
う
、
本
書
で
は
そ
の
辺
が

触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
以
上
は
な
い
も
の
ね
だ
り
と
な
っ
て
し

か
う
だ
ろ
う
が
(
た
だ
例
え
は
三
五
⊥
ハ
頁
、
備
中
浅
口
郡
の
寛
政
二
年
と
明

治
八
年
と
の
比
較
-
大
田
茂
弥
氏
の
成
果
に
依
拠
-
で
、
掠
揺
生
産
減
少
・

木
綿
織
の
増
大
を
「
社
会
的
分
業
の
深
化
」
と
の
み
評
価
さ
れ
て
い
る
が
開
港

の
影
響
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
)
4

こ
の
よ
う
な
段
階
を
設
定
し
て
よ
り
豊
富
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
地
主
制
の



地
租
改
正
を
起
点
と
す
る
成
立
過
程
と
の
関
連
-
単
に
法
制
的
側
面
だ
け
で
な

く
、
例
え
ば
高
率
小
作
料
と
余
業
=
低
賃
銀
と
の
相
互
規
定
関
係
の
諸
段
階
・

画
期
な
ど
、
内
容
的
に
ど
う
い
う
点
が
継
承
さ
れ
あ
る
い
は
克
服
さ
れ
た
か
-

を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
点
目
ほ
小
さ
な
事
で
あ
る
が
、
小
倉
物
を
扱
う
在
方
南
人
膚
が
良
民
的
商

品
生
産
を
背
景
に
出
現
し
な
が
ら
弘
化
・
嘉
永
期
に
藩
権
力
と
の
付
着
を
志
向

す
る
と
し
て
領
主
側
の
要
因
と
あ
わ
せ
て
嘉
永
期
の
藩
専
売
制
実
施
を
説
明
さ

れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
産
者
と
商
業
資
本
と
の
密
接
不
離
な
る
関
係
を

主
因
と
す
る
抜
け
売
り
に
よ
っ
て
専
売
仕
法
が
弛
緩
さ
せ
ら
れ
失
敗
に
帰
せ
し

め
ら
れ
る
と
い
う
事
態
と
ど
う
整
合
し
て
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
こ
の
段
階
の
在
方
商
人
は
同
じ
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
一
括
で
き
な

い
と
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
(
実
綿
・
繰
綿
流
通
に
お
け
る
在
方
商
人

の
問
昆
化
の
問
題
も
含
め
て
)
。

三
点
目
は
、
「
地
租
改
正
を
起
点
と
す
る
原
始
的
蓄
積
過
程
」
(
三
一
一
頁
)

ヽ
ヽ

と
い
う
表
現
は
地
主
制
成
立
過
程
と
原
蓄
の
進
行
過
程
と
が
一
致
す
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
原
章
の
進
行
は
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
右
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
な
ら
ば
、
地
主
制
の
生
成
・
形

成
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
と
の
関
連
の
下
に
そ
の
起
点
を
も
と
め
る
必
要
が

あ
る
」
(
一
八
五
頁
)
　
と
い
う
指
摘
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

四
点
目
は
地
主
制
の
成
立
(
確
立
)
の
問
題
で
、
そ
の
論
点
は
専
ら
地
主
経

営
の
動
向
と
土
地
所
有
の
動
向
に
求
め
て
お
ら
れ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
小
作

人
の
経
済
動
向
も
重
要
な
論
点
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
地
主
経
営
安
定
の
指
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標
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
小
作
料
増
額
、
日
豊
家
明
治
一
〇
年
代
の
引
米
の
抑

込
み
、
野
崎
家
「
請
切
小
作
制
」
の
確
立
、
こ
れ
ら
地
主
側
の
画
策
が
実
施
さ

れ
て
小
作
人
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
租
改
正
後
か

ら
明
治
一
〇
年
代
に
お
い
て
小
作
人
の
経
済
的
地
位
に
と
く
に
発
展
が
あ
っ
た

と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
地
主
側
の
か
か
る
画
策
は
、
興
除
新
田
に
お

い
て
明
治
八
年
小
作
料
増
餌
を
め
ぐ
っ
て
現
わ
れ
た
小
作
人
の
拒
否
の
動
き

(
三
二
九
⊥
二
四
頁
)
に
と
ど
ま
ら
ず
、
表
面
に
現
わ
れ
な
い
鋭
い
緊
張
関
係

を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
地
主
経

営
安
定
の
た
め
の
画
策
が
実
は
必
要
以
上
の
緊
張
関
係
を
作
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
余
業
収
入
の
増
大
が
実
現
す
れ
ば
相
対
的
に
緩
和
す
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
明
治
二
三
～
四
年
か
ら
始
ま
る
企
業
勃
興
(
と
く
に
二
〇
年
代
後

半
、
三
九
三
頁
表
Ⅴ
-
1
)
に
よ
っ
て
余
業
機
会
の
増
大
=
余
業
収
入
の
増
大

が
実
現
し
、
小
作
人
の
経
済
的
な
相
対
的
安
定
が
可
能
と
な
っ
て
地
主
側
の
画

策
が
は
じ
め
て
安
定
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
る
な
ら
、

.

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

高
率
小
作
料
と
低
賃
金
の
相
互
規
定
関
係
の
広
汎
な
成
立
(
急
激
な
量
掛
拡
大

=
質
的
画
期
)
を
地
主
制
成
立
(
確
立
)
の
重
要
な
論
点
と
し
て
組
み
込
む
べ

き
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一

_

⊥Ⅴ

ほ
か
に
も
新
田
地
帯
の
特
殊
性
を
ど
う
考
え
る
か
、
福
田
新
田
に
発
生
し
た

地
主
制
形
成
期
の
小
作
騒
動
の
歴
史
的
意
義
、
地
租
改
正
反
対
闘
争
の
過
程
に

世
直
し
の
要
素
を
求
め
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
、
な
ど
あ
る
の
で
あ
る
が
、

紙
数
も
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
.

六
九
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し
か
し
と
も
あ
れ
、
近
世
中
期
か
ら
明
治
中
期
に
至
る
過
程
を
真
正
面
に
据

え
て
、
地
主
制
の
生
成
・
成
立
過
程
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
抗
を
括
か
れ
よ
う
と

し
た
試
み
は
非
常
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
こ
に
掟
起
さ
れ

た
問
題
は
今
後
他
地
域
の
事
例
と
も
合
わ
せ
て
検
討
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

評
者
の
浅
学
ゆ
え
の
誤
読
・
曲
解
・
読
み
落
と
し
の
多
い
こ
と
を
恐
れ
る
ば

か
り
で
あ
る
。
著
者
の
御
海
容
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
福
武
書
店
、
昭
和
五
六
年
二
月
発
行
、
A
5
、
四
六
四
頁
、
一
一
、
一
〇
〇
〇

円
)

パ
ッ
ク
ナ
ン
パ
1
の
お
知
ら
せ

号
1

　

2

　

3

・

4

　

5

　

6

　

0

0

　

2

　

3

　

5

　

6

　

8

　

ウ

】

　

6

　

7

　

R

U

　

9

　

1

　

4

　

2

7

8

4

　

4

　

4

　

4

　

4

　

4

　

4

　

5

　

5

　

5

　

5

　

5

　

6

　

6

　

6

　

6

　

6

　

7

　

8

　

9

9

9

号

　

号

0

0

～

5

1

1
　
　
　
　
1

在
庫
分
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
.
バ
ー
を
一
四
二
号
ま
で
六
〇
〇
円
(
合
併
号
-
一

一
四
二
一
五
号
、
一
二
「
一
二
二
号
は
一
二
〇
〇
円
)
、
一
四
三
号
以
降

は
九
〇
〇
円
で
頒
布
い
た
し
ま
す
。
な
お
七
七
・
七
八
・
七
九
合
併
増
大
『
史

学
研
究
三
十
周
年
記
念
論
叢
』
も
若
干
在
庫
が
あ
り
ま
す
(
二
〇
〇
〇
円
)
。

ご
希
望
の
方
は
本
会
事
務
局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
(
送
料
実
費
)
。

tosho-seibi-repo
長方形




